
狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

狂
犬
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
消
除
）

第
十
条

法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
登
録
を
受
け
た
犬
が
生
後
二
十
五
年
以
上
で

あ
っ
て
、
か
つ
、
死
亡
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

場
合
に
は
、
狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
二
百
三
十
六
号
。
第
十
七
条
に
お
い

て
「
令
」
と
い
う
。）第
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
特
別
の
事
情
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条

削
除

（
毒
え
さ
に
用
い
る
薬
品
の
種
類
）

（
毒
え
さ
に
用
い
る
薬
品
の
種
類
）

第
十
七
条

令
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
薬
品

は
、
硝
酸
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
と
す
る
。

第
十
七
条

狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八

年
政
令
第
二
百
三
十
六
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
薬
品
は
、硝
酸
ス
ト
リ
キ
ニ
ー
ネ
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
四
号

狂
犬
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
六
号
）
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狂
犬
病
予
防
法
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
二
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之




